
人 口　17,016 人 (+ 6)

男 　 8,784 人 ( 0)

女 　 8,232 人 (+ 6)

世帯数　 6,900 戸 (+23)
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　町と協働でまちづくりに取り組む
「人と環境すっきりしょうわ」が保育
園児と一緒に上河東地内の遊休農地
で育てたサツマイモを掘りました。
　そのときの一枚です。

見て！たくさん採れたよ
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　昭和町の平成20年度決算が、今年9月に開かれた定例町議会で承認されました。町が行っている様々な事業は、
みなさんが納めている税金や、国・県からの補助金などでまかなわれています。
　決算とは、年度始まりの4月から翌年3月の間にいくら収入や支出があったかをまとめた「町の家計簿」です。平成
20年度の歳入総額は91億1,371万円で、歳出総額は84億3,800万円でした。
＊歳入歳出差引額6億7,571万円のうち平成20年度事業で翌年度に繰越す財源３億2,181万円を差し引いた

３億5,390万円は、前年度繰越金として平成21年度の歳入となります。

　歳入の主なものは町税ですが、個人町民税が3,545万円の増、法人町民税も主要法人の申告増により2億3,922万円の増とな
り、町税全体では前年比で7.1％、3億427万円の増収となりました。
　国庫支出金は、都市公園事業・町営住宅建替え事業・地域交流センター建設事業等、国庫補助事業に関連した国庫補助金、
地方債などが減になり、また、諸収入で受けています下水道事業舗装復旧負担金の減により、歳入全体では前年比２.3％、約2
億1,155万円の減額になりました。

町　税
45億 7,679万円
50.2％

その他
22 億 3,820万円
24.6％

国庫支出金
9億

9,164万円
10.9％

町債
5億
7,410
万円
6.3％

譲与税交付金
4億 2,849万円

4.7％

県支出金
3億450万円
3.3％

自　主　財　源　（町が自主的に収入する財源） 依存財源（国や県から交付される財源）

平成20年度　歳  出　84億 3,800万円

土木費
21億 3,131万円
25.3％

教育費
11億 8,612万円
14.1％

民生費
15 億 9,568万円
18.9％

総務費
9億

3,354万円
11.1％

衛生費
4億 9,078万円

5.7％

公債費
4億 8,023万円
5.7％

消防費
3億 882 万円

3.7％

農林水産業費
6,874 万円
0.8％

その他
12億 4,280万円
14.7％

平成20年度　歳  入　91億 1,371万円

その他･･････････	保育所運営費保護者負担金・学校給食費保護者負担金・町営住宅使用料・基金繰入金・前年度繰越金など
町　債･･････････	都市公園整備事業・町営住宅建設事業などの借入金
譲与税･交付金･･･	自動車重量譲与税･地方道路譲与税･地方消費税交付金･自動車取得税交付金･地方特例交付金など

　歳出については、西条小学校増改築事業が完了したため、教育費が前年比37％、約6億8千万円の減額になりました。総務費
については情報系基幹システム整備のため増額、農林水産業費では沼公園関係経費が減額になりました。土木費も町営住宅
建替え事業費の減により大幅に減額になりました。
　諸支出金については、基金への積立金が前年に比べて大幅に増額になりました。歳出全体では前年比3.5％約3億430万円の
減額になりました。

公債費･･････････	町の借金の返済金
その他･･････････	議会費・労働費・商工費・基金積立金など

●歳出について

●歳入について

昭和町の家計簿をお知らせします昭和町の家計簿をお知らせします昭和町の家計簿をお知らせします

一般会計決算状況（歳入）

 ●基金とは、町が将来に備えたり、特定の目的のために資金を積み立
て、または、定額の資金を運用するために設けられる資金で、町の
積立預金のことをいいます。

平成20年度末
基金現在高 29億1,194万円

町民一人当り
172,800円

税　目 決 算 額 構成比

個人町民税 10億5,281万円 23.0%

法人町民税 9億2,096万円 20.1%

固定資産税 23億2,742万円 50.9%

軽自動車税 3,632万円 0.8%

町たばこ税 2億3,928万円 5.2%

合　計 45億7,679万円 100％

	 	 	

◆基　金◆町税の決算状況

 ●町債とは、町が公園や道路、学校などの大きな事業をするために借
り入れるお金（借金）のことです。これに対し、歳出の公債費とは、
この町債を返済するためのお金です。

　町債を財源とした施設は、長期にわたって利用されることから、町
債も将来にわたって返済していきます。これは現在利用する方と
将来利用する方が公平に負担し合うということです。

 ◎人口は、平成21年3月31日現在人口（16,850人で計算）

平成20年度末
町債現在高 65億314万円

町民一人当り
385,900円

◆町　債

＊端数処理の関係上、合計数値と一致しない場合があります。

財 政 指 標

◆財政力指数
　財政基盤の強弱を示す指数で、標準的な行政需要に必要な財源をどれくらい自力で調達できるかを表しています。この値
が大きいほど財政力に余裕があり、「１」を超えた団体は、自立して自主的に財政運営ができることになりますので、地方交
付税が交付されない、いわゆる「不交付団体」となります。

昭和町の財政力指数
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

1.443 1.389 1.422 1.486 1.477

平成20年度

9.0%

昭和町の経常収支比率
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

62.4% 66.4% 63.7% 71.0% 68.1%

昭和町の実質公債費比率
平成17年度 平成18年度 平成19年度

8.0% 8.5% 8.8%

指 標 名

①実  質  赤  字  比  率

②連結実質赤字比率

③実 質 公 債 費 比 率

④将  来  負  担  比  率

平成20年度 昭和町 比率

－

－

9.0  

32.1

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

会 計 名

下水道事業特別会計

平成20年度 昭和町 比率

－

経営健全化基準

20.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

－

昭和町の財政力指数
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

1.443 1.389 1.422 1.486 1.477

平成20年度

9.0%

昭和町の経常収支比率
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

62.4% 66.4% 63.7% 71.0% 68.1%

昭和町の実質公債費比率
平成17年度 平成18年度 平成19年度

8.0% 8.5% 8.8%

指 標 名

①実  質  赤  字  比  率

②連結実質赤字比率

③実 質 公 債 費 比 率

④将  来  負  担  比  率

平成20年度 昭和町 比率

－

－

9.0  

32.1

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

会 計 名

下水道事業特別会計

平成20年度 昭和町 比率

－

経営健全化基準

20.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

－

昭和町の財政力指数
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

1.443 1.389 1.422 1.486 1.477

平成20年度

9.0%

昭和町の経常収支比率
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

62.4% 66.4% 63.7% 71.0% 68.1%

昭和町の実質公債費比率
平成17年度 平成18年度 平成19年度

8.0% 8.5% 8.8%

指 標 名

①実  質  赤  字  比  率

②連結実質赤字比率

③実 質 公 債 費 比 率

④将  来  負  担  比  率

平成20年度 昭和町 比率

－

－

9.0  

32.1

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

会 計 名

下水道事業特別会計

平成20年度 昭和町 比率

－

経営健全化基準

20.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

－

　自治体の財政状況を分析するため様々な分析指数があり、総称して「財政指標」と呼んでいます。昭和町の財政状
況が健全かどうか、財政に弾力性があるかどうか、借金の占める割合が高いか低いかなどを判断する３つの指標に
ついてお知らせします。

◆経常収支比率
　財政の弾力性を測定する最も一般的な指標であり、経常的な一般財源（町税などのように使途が特定されていない財源）
が、経常的に支出する経費（人件費、扶助費、公債費等）にどれくらい充当されているかを示す比率です。この比率が高くなる
ほど財政運営が厳しくなります。
　一般的に70％程度が望ましく、80％を超えると財政構造の弾力性が失われつつあるといわれています。

◆実質公債費比率
　新しい財政指標で、公債費（町債の返済金）による財政負担の程度を示す比率です。実質的な公債費に費やした一般財源の
額が標準財政規模（標準的な行政活動を行うのに必要な額）に占める割合をいいます。公営企業等（下水道事業など）へ繰り出
している起債の償還分も含まれ、実質的な公債費を網羅して算定した指数です。18％を超えると地方債の発行に許可を要し、
25％を超えると起債の制限を受けることになります。

平成19 年度　歳　出　87 億 4,230 万円

土木費
25 億 6,189 万円

29.3％

教育費
18 億 7,067 万円

21.4％

民生費
15 億 2,729 万円

17.5％

総務費
８億

6,268 万円
9.9％

衛生費
５億
2,360
万円
6.0％

その他
5 億

7,567 万円
6.6％

公債費
4 億
8,507
万円
5.5％

消防費 
２億 2,780 万円

 2.6％

農林水産業費
１億 763 万円

1.2%

町　税
42 億 7,251 万円

45.8％

その他
23 億 8,490 万円

25.5％

国庫支出金

11 億 9,875 万円

12.9％

町　債

7 億 4,600 万円

8.0％

譲与税・交付金
4 億 4,784 万円

4.8％平成19 年度　歳　入　93 億 2,526 万円

県支出金
2 億 7,526 万円　

3.0％

一般会計決算状況（歳出）

町　税
45億 7,679万円
50.2％

その他
22 億 3,820万円
24.6％

国庫支出金
9億

9,164万円
10.9％

町債
5億
7,410
万円
6.3％

譲与税交付金
4億 2,849万円

4.7％

県支出金
3億450万円
3.3％

自　主　財　源　（町が自主的に収入する財源） 依存財源（国や県から交付される財源）

平成20年度　歳  出　84億 3,800万円

土木費
21億 3,131万円
25.3％

教育費
11億 8,612万円
14.1％

民生費
15 億 9,568万円
18.9％

総務費
9億

3,354万円
11.1％

衛生費
4億 9,078万円

5.7％

公債費
4億 8,023万円
5.7％

消防費
3億 882 万円

3.7％

農林水産業費
6,874 万円
0.8％

その他
12億 4,280万円
14.7％

平成20年度　歳  入　91億 1,371万円
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問い合わせ先　役場企画財政課　（☎275-8154）

　平成19年6月「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、財政健全化法）」が公布されました。
　この法律は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標が一定基準を超える場合に
早期健全化団体・財政再生団体に指定し、早期の財政再建を図らせるものです。
　地方公共団体は、平成19年度決算数値から、次の健全化判断比率等（①～⑤）を監査委員の審査に付した上で、その意見
を付して議会へ報告し、町民のみなさまに公表することになりました。

健全化判断比率

・実質赤字比率
　一般会計等（一般会計及び渇水対策事業特別会計）を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。
　　一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。

・連結実質赤字比率
　すべての会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率。
　　すべての会計の赤字や黒字を合算し、町全体としての赤字の程度を指標化し、全体の財政運営の深刻度を示す
ものです。

・実質公債費比率
　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率（3か年平均）。
　　借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。

・将来負担比率
　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。
　　一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財
政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。

・資金不足比率
　公営企業会計（下水道事業特別会計）の資金不足を、料金収入等と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すも
のです。

・標準財政規模
　自治体が、標準的な状態のとき、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模のことです。
　※標準税収入額等（町税や地方譲与税など）＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額　

用 語 解 説

昭和町の平成20年度決算については、前ページのとおり、早期健全化基準及び経営健全化基準を下回る比率の
ため、健全段階となりました。

財政指標財政指標

財政健全化判断比率を公表します！財政健全化判断比率を公表します！

昭和町の財政力指数
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

1.443 1.389 1.422 1.486 1.477

平成20年度

9.0%

昭和町の経常収支比率
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

62.4% 66.4% 63.7% 71.0% 68.1%

昭和町の実質公債費比率
平成17年度 平成18年度 平成19年度

8.0% 8.5% 8.8%

指 標 名

①実  質  赤  字  比  率

②連結実質赤字比率

③実 質 公 債 費 比 率

④将  来  負  担  比  率

平成20年度 昭和町 比率

－

－

9.0  

32.1

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

会 計 名

下水道事業特別会計

平成20年度 昭和町 比率

－

経営健全化基準

20.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

－

昭和町の財政力指数
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

1.443 1.389 1.422 1.486 1.477

平成20年度

9.0%

昭和町の経常収支比率
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

62.4% 66.4% 63.7% 71.0% 68.1%

昭和町の実質公債費比率
平成17年度 平成18年度 平成19年度

8.0% 8.5% 8.8%

指 標 名

①実  質  赤  字  比  率

②連結実質赤字比率

③実 質 公 債 費 比 率

④将  来  負  担  比  率

平成20年度 昭和町 比率

－

－

9.0  

32.1

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

会 計 名

下水道事業特別会計

平成20年度 昭和町 比率

－

経営健全化基準

20.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

－

※資金不足額がないため、⑤資金不足比率は「－」と表示しています。

※赤字額がないため、①実質赤字比率と②連結実質赤字比率は「－」と表示しています。
※将来負担比率については、財政再生基準が設定されていないため「－」と表示しています。

　早期健全化基準を超えると･･･

　健全化判断比率（①～④）のうち1つでも早期健全化基準を超えると、早期健全化団体として自主的に財政の健
全化を図るため、次のことを行います。
　１．財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
　２．議会で承認された財政健全化計画を県知事に報告
　３．財政健全化計画の実施状況を議会に報告、公表、県知事に報告
　４．外部監査契約による監査

　早期健全化が著しく困難であると判断されたときは、県知事から必要な勧告が行われます。

　財政再生基準を超えると･･･

　健全化判断比率（①～④）のうち、④将来負担比率を除いた３つの比率のうち1つでも財政再生基準を超えると、
財政再生団体として国の関与をうけながら財政の再生を図るため、次のことを行います。
　１．財政再生計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
　２．議会で承認された財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めることができる
　　　→同意がない場合には、災害復旧事業債などを除き、地方債の起債が不可能となる
　３．財政再生計画の実施状況を議会に報告、公表
　４．外部監査契約による監査

　財政再生計画が実際の財政運営に適合しないと判断されたときは、総務大臣から予算の変更等、必要な措置
の勧告が行われます。

　経営健全化基準を超えると･･･

⑤資金不足比率が経営健全化基準を超えると、経営健全化を図るため、次のことを行います。
１．経営健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
２．議会で承認された経営健全化計画を県知事に報告
３．経営健全化計画の実施状況を議会に報告、公表、県知事に報告
４．外部監査契約による監査

　経営健全化が著しく困難であると判断されたときは、県知事から必要な勧告が行われます。

⑤資金不足比率

（単位：％）
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国 保 だより
ＮＯ .53

国保被保険者　　加入世帯　2,676 世帯　　　被保険者　5,039 人　　　　平成 21年 10 月末現在

　

高
率
受
診
件
数
上
位
10
項
目
の
中
に
は
、高

血
圧
性
疾
患
、糖
尿
病
と
い
っ
た
生
活
習
慣
病

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。生
活
習
慣
病
は
脳
卒
中

や
心
筋
梗
塞
と
い
っ
た
重
篤
な
疾
病
を
招
く

恐
れ
が
あ
り
、こ
の
よ
う
な
生
活
習
慣
病
と
肥

満
が
複
合
し
た
状
態
を「
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、毎
年
、季
節
的
な
病
気
が
比
較
的
少
な

く
住
民
の
異
動
が
落
ち
着
い
た
5
月
に
国
保
加
入
者
が
病
気
等

で
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
状
況
を
疾
病
統
計
と
し
て
集
計
し
て
い

ま
す
。本
町
の
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（
左
表
）

　

入
院
の
原
因
と
な
る
最
多
の
疾
病
は
腫
瘍（
ガ
ン
、肉
腫
等
）、精

神
及
び
行
動
の
障
害
と
な
っ
て
い
て
昨
年
と
同
様
で
す
。ま
た
、外

来
の
場
合
も
歯
及
び
歯
の
支
持
組
織
の
障
害
、高
血
圧
性
疾
患
が

1
位
と
2
位
を
締
め
て
い
て
昨
年
と
同
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
を
受
け
て
い
ま
す
か

ド
ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）」と
い
い
ま

す
。

　

こ
れ
は
、「
痛
い
」と
か「
辛
い
」と
い
っ
た

自
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
特
徴
で
、知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
悪
化
し
様
々
な
合
併

症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
解
消
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、平
成
20
年
度
か
ら
各
医
療
保
険
者
に

「
特
定
健
診
」が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。昭
和

町
国
民
健
康
保
険
も
昨
年
か
ら
7
月
に
国
保

加
入
者
の
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
を
対
象

に
実
施
し
、今
年
度
に
は
1
、2
0
0
人
強
の

方
が
受
診
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、特
定
健
診
の
実
施
後
、腹
囲
や
Ｂ
Ｍ

I（
体
格
指
数
）に
よ
り
内
臓
脂
肪
の
蓄
積
具

合
が
推
定
さ
れ
、必
要
に
応
じ
て「
特
定
保
健

指
導
」が
行
わ
れ
ま
す
。

　

特
定
保
健
指
導
は
、比
較
的
リ
ス
ク
の
低
い

人
を
対
象
と
し
た「
動
機
付
け
支
援
」と
リ
ス

ク
の
高
い
人
を
対
象
と
し
た「
積
極
的
支
援
」

が
あ
り
ま
す
。動
機
付
け
支
援
は
、初
め
に
面

接
を
受
け
後
に
生
活
習
慣
が
改
善
さ
れ
た
か

ど
う
か
の
評
価
を
受
け
ま
す
。一
方
、積
極
的

支
援
は
、保
健
師
や
管
理
栄
養
士
と
面
談
し
、

日
常
生
活
の
分
析
、摂
取
カ
ロ
リ
ー
の
数
値
の

設
定
、運
動
等
3
ヶ
月
か
ら
半
年
に
亘
っ
て
指

導
を
受
け
る
も
の
で
す
。

　

特
定
健
診
が
従
来
の
健
診
と
大
き
く
違
う

と
こ
ろ
は
健
診
内
容
が
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
の
判
断
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る■問い合わせ先：  役場町民窓口課　国民健康保険係　（☎ 275-8264）

　

疾
病
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、特
定
健
診

後
に
行
わ
れ
る
特
定
保
健
指
導
が
重
要
な
も

の
と
な
り
ま
す
。日
中
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
方

に
と
っ
て
は
継
続
的
に
行
わ
れ
る
積
極
的
支

援
等
は
負
担
に
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
が
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を

解
消
す
る
こ
と
で
将
来
に
亘
っ
て
必
要
と
な

る
医
療
費
の
自
己
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と

は
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　

近
年
、医
療
費
は
増
加
し
つ
づ
け
各
医
療
保

険
は
非
常
に
苦
し
い
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い

ま
す
。昭
和
町
国
民
健
康
保
険
も
例
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

日
常
生
活
を
見
直
し
、生
活
習
慣
を
改
善
す

る
こ
と
で
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
そ
し
て

経
済
的
に
も
重
荷
と
な
る「
病
い
」か
ら
身
を

守
り
、充
実
し
た
暮
ら
し
を
実
現
出
来
る
と
と

も
に
、昭
和
町
国
民
健
康
保
険
を
支
え
て
い
く

こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。

特
定
保
健
指
導
を
う
け
ま
し
ょ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

こ
と
、そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
疾
病
を
早

期
発
見
、早
期
治
療
を
す
る
た
め
の
も
の
か
ら

疾
病
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
健
診
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。

外　　来
順  位 疾 病 分 類 項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

歯及び歯の支持組織の障害
高血圧性疾患
呼吸器系の疾患
眼及び付属器の疾患
筋骨格系及び結合組織の疾患
皮膚及び皮下組織の疾患
精神及び行動の傷害
糖尿病
感染症及び寄生虫症
消化器系の疾患

入　　院
順  位 疾 病 分 類 項目
1
1
3
4
5
5
7
8
8
8

腫瘍
精神及び行動の障害
腎尿路生殖器系の疾患
脳血管疾患
神経系の疾患
損傷、中毒及びその他の外因の影響
消化器系の疾患
乳房の悪性腫瘍
内分泌、栄養及び代謝疾患
糖尿病

高率受診件数上位10

Information
お 知 ら せ

年末調整、確定申告には

をご利用ください。

「国民健康保険税納付額のお知らせ」

　今年1月から１２月までに納めていただいた国民健康

保険税は「年末調整」「確定申告」の時に社会保険料控除

として所得から差し引くことが出来ます。

　支払った国民健康保険税額を知りたい場合は昭和町

役場町民窓口課に「国民健康保険税納付額のお知らせ」

を申請してください。（ご本人、同居家族以外の方が申請

する場合は委任状が必要です。）

　役場に来られない場合も連絡をいただければご自宅へ

郵送いたします。いずれも無料です。ご自宅以外のところ

への郵送、また、電話でのお問い合わせには地方公務員

法、及び昭和町個人情報保護条例に基づきできませんの

でご了承ください。



　　　町営常永団地B棟の入居者を募集します。ご希望の方は期間内にお申し込みください。

　　　なお、詳細については、役場建設課窓口に備えてある「入居者募集案内」をご覧ください。

　　　※なお、応募者多数の場合は、「抽選」とさせていただきます。

所 在 地 　昭和町上河東５４３番地

募 集 戸 数
　１ＤＫ（１～２人世帯用）54.2㎡･･･４戸　２ＤＫ（２～３人世帯用）63.2㎡･･･１０戸

　３ＤＫ（３人以上世帯用）72.5㎡･･･４戸

申 込 資 格

・ 住宅に困窮していること。（持ち家のない方・現在、公営住宅に入居していない方。）

・ 世帯を構成していること。（60歳以上の方、身体に障害をお持ちの方は単身でも入居

できます。）

・ 法令で定められた収入基準（収入月額158,000円）以内であること。

・ 本町に１年以上住民登録がされている方または、町内の事業所に勤務している方であ

ること。

・ 町税等を滞納していない方であること。

・ 町内にお住まいの連帯保証人をたてられること。（連帯保証人は前年の年間所得が

1,248,000円以上あること。）

・ 入居申込者及びその同居者が暴力団員でないこと。

受 付 期 間 　平成22年1月5日(火) ～ 1月29日(金)　午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

入居予定日 　平成22年4月1日

申 込 先
　役場建設課（庁舎２階）（☎275-8412）

　※申込用紙は役場建設課窓口に備えてあります。

町営常永団地B棟入居者募集町営常永団地 B棟入居者募集

新型インフルエンザワクチン接種費用の助成について

■問い合わせ先：  役場いきいき健康課　健康増進係　（☎ 275-8785）

　町では、つぎの方を対象に、新型インフルエンザワクチン接種費用の助成を行います。

　助成を受けるためには、必ず接種する前に、町から「交付券」を受け取ってください。

助成の対象になる方

　国が定める優先接種対象者（医療従事者・妊婦・基礎疾患を有する者・１歳～小学生・中学生・高校生相当・

高齢者）のうち、次のいずれかに該当する方

　　①生活保護を受給している方　　②住民税非課税世帯に属する方

助成額

　 ▼１回のみの場合→ 3,600 円　 ▼２回の場合→ 3,600 円＋ 2,550 円＝合計 6,150 円を全額助成します。

（ただし、２回目の接種を１回目とは別の医療機関で受けた場合には、２回目の接種費用は 3,600 円となりますが、

全額助成となります。）

申請の方法

　接種を受ける本人または保護者 ( 家族 ) の方が、役場いきいき健康課（総合会館内）の窓口に申請してください。

「交付券」をお渡ししますので、接種時に医療機関に提出してください。

申請時の持ち物

　印鑑　※平成 21 年 1 月１日現在で昭和町に住民登録がなかった方のみ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

世帯全員分の非課税証明書

　　　　（非課税証明書は、平成 21 年 1 月１日時点の住民登録地で申請手続きをお願いします。）

お知らせ

入居予定日は来年4 月 1 日です！
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町
で
は｢

公
衆
衛
生
の
向
上
、

公
共
水
域
の
水
質
保
全
、
清
潔
で

快
適
な
生
活
の
確
保
」
を
目
的
と

し
て
下
水
道
事
業
を
進
め
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
す
で
に
町
民
の
約

7
割
を
超
え
る
み
な
さ
ま
が
下
水

道
を
使
え
る
地
域
（
供
用
開
始
区

域
）
に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

下
水
道
事
業
は
、
た
だ
下
水
道

の
工
事
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
終

わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
供
用
開

始
区
域
の
み
な
さ
ま
が
下
水
道
に

接
続
を
し
、
下
水
道
を
使
用
し
て

初
め
て
事
業
の
目
的
が
果
た
せ
る

の
で
す
。

※
供
用
開
始
区
域
に
お
住
ま
い
の

み
な
さ
ま
、
ま
た
、
区
域
内
に

ア
パ
ー
ト
、
事
業
所
等
を
お
持

ち
の
み
な
さ
ま
、
１
日
も
早
い

下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

〜
下
水
道
は
み
ん
な
の
施
設
！ 

大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う
〜

下
水
道
に
油
な
ど
を　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
！

▲マンホール清掃の様子

下
水
道
へ
の

　

接
続
は
お
済
で
す
か
？

人
権
擁
護
委
員
が

決
ま
り
ま
し
た

　

法
務
大
臣
か
ら
10
月
1
日
付
け

で
、
河
東
中
島
に
お
住
ま
い
の
、
松

木
安
子
さ
ん
と
押
越
に
お
住
ま
い

の
、
山
田
洋
子
さ
ん
が
新
た
に
人
権

擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
任

期
は
3
年
間
で
す
。

松木安子さん

■12月 4日（金）～12月 10日（木）は「第61回　人権週間」です！

　

下
水
道
に
は
何
で
も
流
せ
る
と

い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
数
年
、
下
水
道
に
流
す
こ
と
の

で
き
な
い
物
質
等
を
流
し
て
し
ま

う
こ
と
に
よ
り
、
下
水
道
の
公
共

マ
ス
、
本
管
等
が
詰
ま
っ
た
り
破

損
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
起
き
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
下
水
道
に
流

さ
れ
た
油
分
が
気
温
低
下
に
よ
っ

て
固
ま
り
、
汚
水
中
の
浮
遊
物
質

等
を
巻
き
込
ん
で
大
き
く
な
っ
た

オ
イ
ル
ボ
ー
ル
が
原
因
で
す
。

　

水
は
貴
重
な
資
源
で
す
。
一
度

汚
し
て
し
ま
う
と
元
に
戻
す
に
は

大
変
な
労
力
と
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
そ
ん
な
水
資
源
を
守
る
の
に

下
水
道
は
と
て
も
有
効
で
す
。

　

再
度
、
次
の
点
に
ご
注
意
い
た

だ
き
、
下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま

し
ょ
う
。

●
天
ぷ
ら
油
な
ど
の
食
用
油
、
石

油
な
ど
の
鉱
物
油
、
シ
ン
ナ
ー

な
ど
の
溶
剤
類
を
流
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

●
台
所
の
ゴ
ミ
や
残
り
物
、
風
呂

場
や
洗
面
台
の
髪
の
毛
等
は
極

力
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

●
水
に
溶
け
な
い
紙
お
む
つ
や
、

タ
バ
コ
の
吸
殻
等
を
流
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

●
洗
剤
等
は
、
量
を
守
り
使
い
過

ぎ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昭
和
町
で
は
個
人
の
排
水
管
等

の
清
掃
を
業
者
委
託
す
る
よ
う

な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
戸

別
訪
問
を
し
て
排
水
管
等
の
清

掃
を
強
制
す
る
よ
う
な
業
者
が

い
ま
し
た
ら
そ
の
場
で
の
契
約

は
避
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

役
場
下
水
道
課

　
　
　
（
☎
２
７
５
・
８
３
５
６
）

今
の
季
節
は
下
水
道
が

　

詰
ま
り
や
す
く
な
り
ま
す

下
水
道
は
大
切
な
財
産
で
す

山田洋子さん

「
み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀

考
え
よ
う
相
手
の
気
持
ち

育
て
よ
う
思
い
や
り
の
心

–
–

ス
ロ
ー
ガ
ン

◆
下
水
道
の
閉
塞
等
が
起
き
た
箇
所

①
西
条
彩
の
広
場
南
の
マ
ン
ホ
ー

ル
・
東
の
マ
ン
ホ
ー
ル
②
西
条
昭

和
高
校
東
側
公
共
マ
ス
③
西
条
上

石
田
一
丁
目
西
条
線
の
甲
府
バ
イ

パ
ス
交
差
点
か
ら
南
側
の
公
共
マ

ス
④
河
西
大
林
公
園
横
の
マ
ン

ホ
ー
ル
⑤
西
条
地
内
昭
和
バ
イ
パ

ス
の
マ
ン
ホ
ー
ル
⑥
清
水
新
居
諏

訪
神
社
南
交
差
点
付
近
の
マ
ン

ホ
ー
ル

※
下
水
道
に
流
し
て
は
い
け
な

い
物
質
等
を
流
す
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て

は
、
下
水
道
法
に
よ
り
そ
の
原

因
を
生
じ
さ
せ
た
人
に
修
繕
及

び
清
掃
等
の
費
用
負
担
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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平成 21 年 12 月 平成 22 年 1月

26日
（土）

27 日
（日）

28 日
（月）

29 日
（火）

30 日
（水）

31 日
（木）

1日
（金）

2 日
（土）

3日
（日）

4日
（月）

5日
（火）

役 場 ・ 教 育 委 員 会

中 央 公 民 館

総 合 会 館 ・ 温 泉

西条・押原・常永児童館・児童センター

町 立 図 書 館

町 立 温 水 プ ー ル

地 域 交 流 セ ン タ ー

総 合 体 育 館

ス ポ ー ツ 施 設

自 動 交 付 機

＊年末年始の休みの間でも、出生・婚姻・死亡届など、戸籍に関する届出は役場の宿日直者がお預かりします。

　また、宿日直者が常時勤務していますので緊急なご用件は（☎ 275-2111）までご連絡ください。

は閉庁・閉館・休館日

＊年末は、空き缶・空きびん・新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・ペットボトル・発泡トレイ・その他プラ・

　乾電池などの資源ゴミが出ますが、これらのゴミは、分別すれば資源として再生ができますので、各地

　区の決められた資源回収ボックスに出してください。ボックスが一杯の場合は、1 月 4 日（月）以降に

　出してください。

＊�テレビ・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコン・オートバイ等は、決められた方

法で処分してください。

＊その他のゴミの収集日ついては、カレンダー（12 月）をご覧ください。

＊年末はゴミがたくさん出ますが、収集日を守ってゴミを出しましょう。

＊その他、ゴミについてのお問合せは、役場環境経済課（☎ 275-8355）まで

12 月収集最終日 1 月収集開始日

収 集 地 区 名 全地区 全地区

燃 え る ゴ ミ 30日（水） 4日（月）

不燃ゴミ（缶類含む） 16日（水） 6日（水）

粗 大 ゴ ミ 16日（水） 27 日（水）

特 殊 ゴ ミ 16日（水） 収集しません（8月 ･12 月のみ収集）

町施設の『業務案内』と『ゴミの収集』について

年末年始の業務休止のご案内

◆『町施設』年末年始の閉庁・閉館・休館日◆

◆『ゴミの収集』年末の収集最終日・年始の収集開始日◆

11   広報　しょうわ　12月号

　
こ
ん
に
ち
は
！
昭
和
町
サ
ッ
カ
ー
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で
す
。

　
西
条
、押
原
、常
永
小
学
校
の
子

供
た
ち
が
元
気
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

駆
け
回
っ
て
い
ま
す
。

　
近
年
、子
供
の
運
動
能
力
や
体

力
の
低
下
が
騒
が
れ
て
い
る
中
、少

し
で
も
子
供
達
が
体
を
動
か
し
、楽

し
く
サ
ッ
カ
ー
が
で
き
る
環
境
を

整
え
る
よ
う
に
後
援
会
の
協
力
を

頂
き
な
が
ら
、活
動
し
て
い
ま
す
。

　
み
ん
な
で
楽
し
く
一
緒
に
サ
ッ

カ
ー
を
や
り
ま
し
ょ
う
。

火
曜
日
　
午
後
5
時
50
分
　
〜
　
７
時
20
分

　
　
　
　（
押
原
小
学
校
）４
年
生
か
ら
６
年
生

木
曜
日
　
午
後
５
時
50
分
　
〜
　
７
時
20
分

　
　
　
　（
押
原
小
学
校
）１
年
生
か
ら
６
年
生

土
曜
日
　
午
後
１
時
00
分
　
〜
　
２
時
30
分

　
　
　
　（
西
条
小
学
校
）１
年
生
か
ら
３
年
生

　
　
　
　
午
後
２
時
45
分
　
〜
　
４
時
30
分

　
　
　
　（
西
条
小
学
校
）４
年
生
か
ら
６
年
生

日
曜
日
　
午
前
９
時
00
分
　
〜
　
11
時
00
分

　
　
　
　（
西
条
小
学
校
）全
団
員

問
い
合
わ
せ
　
☎
０
９
０-

４
８
４
０-

１
２
０
５
　
望
月

  

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
紹
介（
サ
ッ
カ
ー
）

練

習

日

山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の請求手続きについて
　平成 21年度（平成 21年 1月～平成 21年 12 月分）の助成金の請求を次により受け付けますので、該当する場合
は下記のいずれかの会場へ来場の上、手続きをしてください。

1　助成対象者
　平成 21年度分の自動車税または軽自動車税の減免を受けている方、または平成 22年度から減免を受けることがで
きる方で、身体障害者手帳 1級・2級、療育手帳Aまたは戦傷病者手帳特別・第 1・第 2項症に該当する方。

２　受付日程

（1） 平成 22年 1月   5 日（火） 午前 10時～午後 3時 昭和町総合会館　　　 2階　軽運動室
（2） 平成 22年 1月   6 日（水） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室
（3） 平成 22年 1月   7 日（木） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室
（4） 平成 22年 1月   8 日（金） 午前 10時～午後 3時 甲斐市敷島総合文化会館　 2階　研修室
（5） 平成 22年 1月 13日（水） 午前 10時～午後 3時 白根はーとふるセンター　 1階　多目的室
（6） 平成 22年 1月 14日（木） 午前 10時～午後 3時 白根はーとふるセンター　 1階　多目的室
（7） 平成 22年 1月 18日（月） 午前 10時～午後 3時 北杜市役所本庁舎（須玉）　1階　会議室
（8） 平成 22年 1月 20日（水） 午前 10時～午後 3時 甲斐市敷島総合文化会館　 2階　研修室
（9） 平成 22年 1月 21日（木） 午前 10時～午後 3時 北杜市役所長坂総合支所　 1階　会議室
（10）平成 22年 1月 25日（月） 午前 10時～午後 4時 北巨摩合同庁舎（韮崎）　 1階　大会議室
（11）平成 22年 1月 27日（水） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室
（12）平成 22年 1月 28日（木） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室

　　　（受付期間）平成 22年 1月 5日（火）～ 2月 5日（金）

3　当日持参するもの
（1）  心身障害者自動車燃料費助成金請求書
（2）  身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか（「減免申請済」と押印があるもの）
（3）  印鑑
（4）  車検証
（5）  預金通帳（ゆうちょ銀行は除く）
（6）  対象期間分の自動車燃料の領収書（請求者氏名等が印字されているもの）及び購入量計算書、または支払証明

書（購入先給油店から証明を受けたもの）

４　請求書、購入量計算書及び支払証明書の用紙は、役場福祉課及び中北保健福祉事務所福祉課に置いてあります。
　※ 請求の最終締切りは、平成 22年 2月 5日（金）です。

■問合せ先　甲府市太田町 9-1　中北保健福祉事務所 2階 福祉課（☎ 237-1381　FAX235-7115）
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国
　
民
　
年
　
金

年
金
は
世
代
間
の
支
え
あ
い
。

年
金
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

シリーズ　　その 60
　

「
う
ん
、
し
て
る
、
し
て
る
」
と
お
母

さ
ん
。
ほ
っ
と
微
笑
ん
で
シ
ー
ル
を
つ
け

る
お
父
さ
ん
。

　

十
月
十
一
日
の
ふ
れ
あ
い
祭
り
、
男
女

共
同
参
画
推
進
委
員
会
コ
ー
ナ
ー
で
の
一

シ
ー
ン
で
す
。

　

今
年
も
委
員
会
は
、
子
ど
も
向
け
の
駄

菓
子
屋
と
、
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
の

意
識
調
査
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
は
三
つ
。
今
年
も
、

子
育
て
・
家
事
・
介
護
に
つ
い
て
伺
い
ま

№
事務局　役場いきいき健康課

            （   275-8785)

　　こんにちは！

　　愛育会です！

☎

各地区会員研修がスタートしました！！

31

共に生き活き輝け昭和
昭和町男女共同参画推進だより

女と男とが築きあげる 21 世紀のまちづくり

事務局　役場企画財政課（☎ 275-8154）

No.62

お
父
さ
ん
方
、
な
か
な
か
で
す
ね
！

　今年度、昭和町愛育会では『心と体の健康づくり～〝愛育のこころ〝で地域を健康にしよう～』を

テーマに、声かけ・見守りを中心として、赤ちゃんからお年寄りまでニーズに合わせた活動をしてい

ます。地区会員研修をもとに班員会議で話し合い、それぞれの地区で会員研修会がスタートしました！

し
た
。

  

冒
頭
の
シ
ー
ン
は
、

第
一
問
目
に
お
答
え
い

た
だ
い
た
時
に
、
ほ
と

ん
ど
の
ご
夫
婦
が
見
せ

て
く
れ
た
様
子
で
す
。

　

コ
ー
ナ
ー
に
見
え
た
方
々
の
多
く
が
、

一
家
お
揃
い
か
、
お
父
さ
ん
が
子
ど
も
連

れ
だ
っ
た
の
が
心
に
残
り
ま
す
。
ま
た
、

お
父
さ
ん
方
が
積
極
的
に
子
ど
も
に
声
を

か
け
て
い
る
姿
も
印
象
的
で
し
た
。

　

子
育
て
の
期
間
は
あ

っ
と
い
う
間
で
す
。
そ

の
間
に
子
ど
も
た
ち
は

い
ろ
い
ろ
な
姿
を
見
せ

て
く
れ
、
た
く
さ
ん
の

幸
せ
を
く
れ
ま
す
。

　

ふ
れ
あ
い
祭
り
で
出

会
っ
た
お
父
さ
ん
方
か

ら
、
共
に
子
育
て
に
参

加
し
、
共
に
楽
し
ん
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
姿
が
伝

わ
っ
て
き
て
、
「
お
父
さ

ん
方
、
な
か
な
か
！
」

と
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。

男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

委
員　

福
田　

聖
子

「日
にっぽん

本年金機構」が来年 1月 1日からスタート！

～社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします～

国民のみなさまの信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、社会

保険庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。

◆詳しい内容、手続き方法等は…

竜王社会保険事務所 国民年金業務課 (☎ 278-1104)　役場町民窓口課 国民年金担当 (☎ 275-8264)

21 年度�男女共同参画�意識調査（10 月 11 日ふれあい祭りにて）

はい いいえ

１．あなたの家庭では
　　男性も子育てに協力しますか。

109 34

２．あなたの家庭では
　　男性も家事に協力しますか

91 53

３．男性も介護する
　　時代になっていますが賛成ですか

136 6

これから行う地区では地区愛育班員がお誘い活動をしております。
どうぞお楽しみに♪

○ 現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と

名称が変わりますが、年金相談などの窓口として引き続きご利

用いただけます。また、「年金事務所」は、現在ある社会保険

事務所の建物をそのまま使用しますので、所在地に変更はあり

ません。

○ 日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保険庁や社会保険事

務所の名義でご案内していた各種の関係書類は、内容により、

今後は厚生労働省または日本年金機構の名義でご案内させてい

ただくことになりますが、国民の皆さまに何らかの手続をして

いただくことは一切ございませんので、ご安心ください。

○ 日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継

いで行うこととなりますが、公的年金制度は、国の制度として、

その財政や運営に国が引き続き責任を持つことについては、こ

れまでと変わりません。

社　会
保険庁

日本年金機構

厚生労働省

公的年金の運用業務

公的年金の

財政責任・運営責任

平成 22 年 1月 1日

廃止

～秋からが心配、備えが大事！～

新型インフルエンザ対策

　清水新居では 9 月 25 日（金）に、また上河東で

は９月２７日（日）に、流行が心配される「新型イ

ンフルエンザの対策」について、昭和町役場いきい

き健康課の大柴保健師を迎え、最新の情報や感染予

防としての手洗いについて、

手洗いチェッカーを使いな

がら研修を行いました。ク

イズなどを盛り込んだ講演

や、質疑応答もあり、とて

も役立ちました。参加され

た方も満足した様子でした。

～物作り教室～

装飾はり絵小物作り

　西条二区では 7 月 25 日（土）に毎年

恒例となっている「ものづくり教室」で、

【装飾はり絵小物作り】を行いました。今

年はトールペイントなどでご活躍の中山

福美先生を講師に招き、普段は捨ててし

まう空き瓶に色を塗り、切り絵を貼り付

けて仕上げる、環境にやさしい小物を作

りました。夏休み中に行ったことで、大

勢の子どもたちが集まり、子どもたちに

とっても地域での異年齢交流の場となり、

楽しい時間を過ごすことができました。

西条二区
では

清水新居・
上河東では




